
平成29年度第11回教育研究評議会議事要録 

日  時 平成 30年３月 14 日（水）15時 07 分 ～ 17 時 33 分 

場  所 本部棟第一会議室 

出 席 者 石田学長，藤井理事，茅野理事，池田理事，久保理事 

塚本地域デザイン科学部長，中島評議員，増田評議員 

佐々木国際学部長，磯谷評議員，中村評議員 

伊東教育学部長，天沼評議員，黒後評議員 

阿山工学研究科長，川田評議員，横田（和）評議員 

夏秋農学部長，吉澤評議員 

橋本基盤教育センター長 

陪  席 堀監事，松金学長特別補佐 

議事に先立ち，平成 29 年度第 10 回教育研究評議会議事要録（案）を確認し，原案のとおり承

認した。 

［議 題］ 

１．教員人事について                          資料 1-1～1-8 

(1) 学長から，資料 1-1 に基づき，学術院（農学部）准教授の採用に関する人事調整会議に

おける選考経過について説明があった。 

 次に農学部長から，資料 1-1 に基づき，農学部教授会における教育・研究業績審査に

ついて説明があり，審議の結果，平成 30 年４月１日付けで准教授に採用することを承認

した。 

  (2) 学長から，資料 1-2に基づき，学術院（農学部）教授への昇任に関する人事調整会議に

おける選考経過について説明があった。 

 次に農学部長から，資料 1-2 に基づき，農学部教授会における教育・研究業績審査に

ついて説明があり，審議の結果，平成 30 年４月１日付けで教授に昇任させることを承認

した。 

  (3) 学長から，資料 1-3に基づき，学術院（地域共生研究開発センター）准教授を任期の定

めのない教員とする人事調整会議における選考経過について説明があった。 

 次に池田理事から，資料 1-3 に基づき，人事調整会議における教育・研究業績審査に

ついて説明があり，審議の結果，資料の一部を修正のうえ，平成 30 年４月１日付けで任

期の定めのない教員とすることを承認した。 

  (4)  学長及び工学研究科長から，資料 1-4 に基づき，工学研究科特任教授の採用に関する

人事調整会議における選考経過について説明があり，審議の結果，平成 30 年４月１日か

ら平成 31年３月 31日までの任期で採用することを承認した。 

  (5)  学長及び工学研究科長から，資料 1-5 に基づき，工学研究科特任教授の採用に関する

人事調整会議における選考経過について説明があり，審議の結果，平成 30 年４月１日か

ら平成 31年３月 31日までの任期で採用することを承認した。 

  (6)  学長及び池田理事から，資料 1-6に基づき，オプティクス教育研究センター特任教授の

採用に関する人事調整会議における選考経過について説明があり，審議の結果，平成 30

年４月１日から平成 31年３月 31 日までの任期で採用することを承認した。 



  (7)  学長及び池田理事から，資料 1-7に基づき，地域創生推進機構特任教授の採用に関する

人事調整会議における選考経過について説明があり，審議の結果，平成 30 年４月１日か

ら平成 31年３月 31日までの任期で採用することを承認した。 

  (8)  学長及び池田理事から，資料 1-8に基づき，地域創生推進機構特任准教授の採用に関す

る人事調整会議における選考経過について説明があり，審議の結果，平成 30年４月１日

から平成 31年３月 31 日までの任期で採用することを承認した。 

２．平成 30 年度計画（案）について                       資料２ 

藤井理事から，資料２に基づき，平成 30 年度計画（案）について説明があり，審議の結

果，原案のとおり承認した。 

なお，３月下旬までは修正が可能であるため，今後指摘があれば意見をいただきたい旨説

明があった。 

３．国立大学法人宇都宮大学教員評価指針（案）等について            資料３ 

藤井理事から，資料３に基づき，国立大学法人宇都宮大学教員評価指針（案）等について

説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

なお，評価内容について，初年度は試行的に進め，結果を確認しブラッシュアップしてい

くことが前提であること及び評価結果は，そのまま処遇に反映するものではないことの確認

があった。 

４．新教員評価システムにおける学長表彰および処遇への反映（案）について    資料４ 

藤井理事から，資料４に基づき，新教員評価システムにおける学長表彰および処遇への反  

映（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

なお，報奨金については研究費としては支給しないため，給与所得（課税所得）であるこ

との確認があった。 

５．国立大学法人宇都宮大学と株式会社 TKC との包括連携協定書（案）について   資料５ 

茅野理事から，資料５に基づき，国立大学法人宇都宮大学と株式会社 TKC との包括連携協

定書（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

  なお，株式会社 TKC の概要について確認があり，関係資料を各部局に配付する旨説明があ

った。 

６．宇都宮大学留学生・国際交流センター規程の一部を改正する規程(案)について   資料６ 

茅野理事から，資料６に基づき，宇都宮大学留学生・国際交流センター規程の一部を改正

する規程(案)について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

７．国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程の一部を改正する規程(案)ついて 

資料７ 

池田理事から，資料７に基づき，国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程の一部

を改正する規程(案)について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

８．大学教育推進機構及び地域連携推進機構の設置に伴う国立大学法人宇都宮大学組織規程

等の一部を改正する規程等について（案）                   資料８ 

総務課長から，資料８に基づき，大学教育推進機構及び地域連携推進機構の設置に伴う国

立大学法人宇都宮大学組織規程等の一部を改正する規程等（案）について説明があり，資料

の一部を修正のうえ，役員会へ附議することとした。 



９．平成 30 年度予算編成方針（案）について                  資料９ 

  学長から，資料９に基づき，平成 30 年度予算編成方針（案）について説明があり，審議

の結果，原案のとおり承認した。 

 

10．平成 30 年度宇都宮大学予算（案）について                   資料 10 

財務課長から，資料 10 に基づき，平成 30 年度宇都宮大学予算（案）について説明があ

り，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

11．「キャンパスマスタープランに基づく」投資年次計画（案）について        資料 11 

施設課長から，資料 11 に基づき，「キャンパスマスタープランに基づく」投資年次計画

（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

［報告事項］ 

 １．特命教授の任用について                          資料 12 

学長から，資料 12に基づき，特命教授の任用について報告があった。 

 

２．平成 29 年度学位記授与式について                     資料 13 

茅野理事から，資料 13に基づき，平成 29年度学位記授与式の日程等について報告があっ

た。 

 

３．平成 30 年度入学式について                        資料 14 

茅野理事から，資料 14に基づき，平成 30年度入学式の日程等について報告があった。 

 

４．「学長賞」(学生部門)について                         資料 15 

茅野理事から，資料 15に基づき，「学長賞」(学生部門)について報告があった。 

 

５．平成 30 年度「全学ＦＤの日」について                    口頭 

茅野理事から，平成 30年度「全学ＦＤの日」は９月 21日（金）に実施する旨の報告があ

った。 

 

６．平成 29 年度中間監事監査意見(報告)書について               資料 16 

堀監事から，資料 16に基づき，平成 29年度中間監事監査意見(報告)書について，本日付

で学長に提出する旨報告があった。 

 

７．平成 30 年度諸会議（定例）開催予定表ついて                資料 17 

学長から，資料 17 に基づき，平成 30 年度諸会議（定例）開催予定表ついて報告があっ

た。 

 

８．平成 30 年度宇都宮大学予算予定額の概要について                資料 18 

財務課長及び藤井理事から，資料 18 に基づき，平成 30年度宇都宮大学予算予定額の概要

について報告があった。 

 

９．工学部改組について                              資料 19 

工学部長から，資料 19に基づき，工学部改組について報告があった。 

なお，次回の相談は３月 22日（木）となった旨の説明があった。 

 

 10．宇都宮大学工学研究科と浙江大学光理工学部の間における短期の学生交流に関する覚書に

ついて                                   資料20 

工学研究科長から，資料 20 に基づき，宇都宮大学工学研究科と浙江大学光理工学部の間



における短期の学生交流に関する覚書について報告があった。 

 

11．その他 

茅野理事から，大学院改組に係る学則等の規程改正案については，提出期限の関係でボー

ドに一任願いたい旨説明があり，４月以降に規程の改正案を示しながら最終決定をしていき

たい旨報告があった。 

また，関係資料の作成についての謝辞及び今後の資料作成についての協力依頼があった。 

 

学長から，今年度退職または異動になる事務系幹部職員の紹介並びに本人からの挨拶が

あった。 

 

 

以上 
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